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平
田
村
農
業
委
員
会
だ
よ
り

農 作 業 機 を装 着 ・けん引 した農 耕 トラクタの公 道 走 行 に ついて

今
般
、
農
作
業
機
を
装
着
し
た

農
耕
ト
ラ
ク
タ
に
よ
る
公
道
走
行

に
あ
た
っ
て
の
取
扱
い
を
明
確
化

す
る
た
め
、
地
方
運
輸
局
か
ら

「
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第

55
条
」
に
基
づ
く
基
準
緩
和
認
定

に
つ
い
て
公
示
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
農
耕
ト
ラ
ク
タ

の
使
用
者
が
公
示
さ
れ
た
基
準
緩

和
認
定
の
条
件
や
制
限
事
項
を
厳

守
す
る
こ
と
に
よ
り
、
農
作
業
機

を
農
耕
ト
ラ
ク
タ
に
装
着
し
た
ま

ま
で
も
公
道
走
行
が
可
能
と
な
り

ま
す
。

ま
た
、
け
ん
引
式
農
作
業
機
は
、

公
道
を
走
行
す
る
場
合
、
道
路
運

送
車
両
法
上
「
農
耕
作
業
用
ト
レ
ー

ラ
」
と
し
て
農
耕
用
ト
ラ
ク
タ
と

は
別
の
「
自
動
車
」
と
し
て
扱
わ

れ
ま
す
。

寸
法
の
基
準
を
超
え
る
と
、
大

型
特
殊
免
許
や
け
ん
引
免
許
が
必

要
と
な
り
、
普
通
免
許
・
小
型
特

殊
免
許
し
か
な
い
方
が
運
転
す
る

と
無
免
許
運
転
で
捕
ま
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
所
有
し
て
い
る
機
械
の

寸
法
を
確
認
し
、
現
在
持
っ
て
い

る
免
許
証
で
運
転
で
き
る
か
確
認

を
お
願
い
し
ま
す
。

農業の経営とくらしに役立つ情報

をお届けします。

●毎週金曜日発行

●B3版8～10貢建

●購読料:月700円[送料,税込み]

◇購読のお申し込みは、お近くの

農業委員または村農業委員会事

務局までお願いします 。
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